
投
資
口
分
割
基
準
日
設
定
公
告

　
本
投
資
法
人
は
、
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
を
基
準
日
と

定
め
、
同
日
最
終
の
投
資
主
名
簿
に
記
載
又
は
記
録
さ
れ
た

投
資
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有
す
る
投
資
口
一
口
を
二
口
と

す
る
投
資
口
分
割
に
よ
り
、
投
資
口
の
割
当
て
を
受
け
る
投

資
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。
な
お
、
当
該
投
資

口
分
割
は
、
本
投
資
法
人
と
ケ
ネ
デ
ィ
ク
ス
・
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ

ル
・
ネ
ク
ス
ト
投
資
法
人
及
び
ケ
ネ
デ
ィ
ク
ス
商
業
リ
ー
ト

投
資
法
人
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
令
和
五
年
六
月
十
三
日
付

合
併
契
約
が
解
除
さ
れ
又
は
失
効
し
て
い
な
い
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
に
当
該
合
併
の
効
力
発
生

の
直
前
に
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
し
ま
す
。

　
令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
一
番
六
号

ケ
ネ
デ
ィ
ク
ス
・
オ
フ
ィ
ス
投
資
法
人

執
行
役
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桃
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聡


